
単位：時間
順位 都道府県名 年       間

1 沖　　　縄 1,957.2
2 山　　　形 1,948.8
3 秋　　　田 1,926.0
4 大　　　分 1,921.2
5 新　　　潟 1,909.2
6 石　　　川 1,908.0
6 佐　　　賀 1,908.0
8 青　　　森 1,903.2
9 岩　　　手 1,902.0
10 宮　　　城 1,897.2
10 宮　　　崎 1,897.2
12 北　海　道 1,890.0
12 長　　　崎 1,890.0
12 鹿　児　島 1,890.0
15 徳　　　島 1,887.6
16 島　　　根 1,886.4
16 岡　　　山 1,886.4
18 群　　　馬 1,882.8 　　　　　　　立体横棒グラフ入る
19 香　　　川 1,881.6
20 鳥　　　取 1,880.4
21 福　　　井 1,879.2
22 長　　　野 1,872.0
23 福　　　島 1,869.6
24 岐　　　阜 1,867.2
25 福　　　岡 1,863.6
26 栃　　　木 1,860.0
26 広　　　島 1,860.0
26 高　　　知 1,860.0
29 静　　　岡 1,856.4
29 愛　　　媛 1,856.4
31 熊　　　本 1,854.0
32 山　　　口 1,852.8
33 茨　　　城 1,851.6
33 山　　　梨 1,851.6
35 富　　　山 1,846.8
36 東　　　京 1,834.8
36 愛　　　知 1,834.8
38 三　　　重 1,833.6
39 和　歌　山 1,821.6
40 大　　　阪 1,812.0
41 京　　　都 1,810.8
42 滋　　　賀 1,809.6
43 兵　　　庫 1,808.4
44 神　奈　川 1,774.8
45 千　　　葉 1,768.8
46 奈　　　良 1,737.6
47 埼　　　玉 1,726.8

全　　　国 1,836.0

　 ●資  　料：厚生労働省大臣官房統計情報部「毎月勤労統計調査年報」
　

　 ●調査時点：平成13年 　
　

　 ●調査周期：毎年 　
　

　 ●算出方法：常用労働者1人平均月間実労働時間数×12か月
　　　　十和田湖（青森県・秋田県）及び中海（鳥取県・島根　

●参　　考：事業所規模5人以上を対象としている。
　　　　　　実労働時間とは、調査期間中に労働者が実際に労働した時間数。休憩時間は給与が支
　　　　　給されると否とにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる手待時間

　　　　のである。　　　　　は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。

３８　　１人当たり実労働時間（常用労働者）
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